畑地化促進事業（畑地化支援及び定着促進支援）事務処理基準

１　目　的
　　この事務処理基準は、経営所得安定対策等実施要綱の規定により、水田活用の直接支払交付金における畑地化促進事業に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

２　定　義
　　本事業の取組対象となる「おおむね団地化された畑地」における「おおむね団地化された」とは、農地がおおむね隣接しており、農業機械作業が中断されず継続させることができることをいう。
　　以下、具体的に例示する。

（１）二つ以上の土地が畦畔で接続している場合
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（２）二つ以上の土地が農道又は水路で対向している場合
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（３）二つ以上の土地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障がない場合
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（４）二つ以上の土地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障がない場合
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３　面積基準
本事業の取組対象となる、「おおむね団地化された畑地」については、２の定義に加えて以下のいずれかの条件を満たすものとする。

（１）取組対象とする農地が単独で水張面積１ha以上となること。
（２）取組対象とする農地に加え、次のア及びイを含めた水張面積の合計が1ha以上となること。

　   ア　前年度から遡って過去4年以上連続して水稲以外の作物が作付けられており、かつ、当年度も水稲以外の作物の作付けが予定されている農地
　　 イ　前年度までに畑地化の取組の対象となった農地

４　考え方
　　本市は、地域の特性に適した水田多毛作栽培の維持を進めていくものであるが、水稲作に活用される見込みがない水田の畑地化支援についても現実的な農地の有効活用という観点から、その実施を進めていくものである。
　　市内農家の経営耕地面積の最多規模は、0.5ha～1.0ha（45％）となっており、次いで多い規模である1.0ha～1.5ha（27％）と加えると、市内農家の72％は、0.5ha～1.5haの規模の経営耕地面積を有していることから、「おおむね団地化された畑地」の面積要件を1haとする

　　なお参考として他の事例を列挙する。
（１）麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト（農水省）における団地面積　　４ha
　（２）県聞き取り調査による他市町の事例
　　　・申請農地の合計が1ha以上かつ概ね隣接している農地
　　　・複数品目を対象に概ね1haで隣接している農地

５　関連事項
[bookmark: _GoBack]経営所得安定対策等実施要綱　Ⅴそのほか　別紙21「畑地化促進事業（畑地化支援及び定着促進支援）の交付対象となる取組等について」　１　交付対象となる取組
　（１）畑地化支援に係る取組　より

（略）交付の対象となる取組は、当該取組により交付対象水田から除外される農地が、それ単独で又は前年度から遡って過去４年以上連続して水稲以外の作物が作付けられており、かつ当年度も水稲以外の作物の作付けが予定されている農地若しくは前年度までに当該取組の対象となった農地と併せて、おおむね団地化された畑地（品目や地域の特性等に鑑み、地域農業再生協議会がおおむね集約されていると認める農地といいます。以下同じです。）を形成するものに限ることとします。
（下線追加）
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